
平
成
二
十
二
年
六
月
十
一
日
提
出

質

問

第

五

六

八

号

予
防
接
種
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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予
防
接
種
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
質
問
主
意
書

近
年
、
新
規
ワ
ク
チ
ン
登
場
と
公
費
接
種
、
定
期
化
の
要
望
が
し
き
り
と
な
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
の
輸
入

問
題
な
ど
が
拍
車
を
か
け
た
「
ワ
ク
チ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
」
論
と
予
防
接
種
法
改
正
論
議
が
錯
綜
す
る
な
か
、
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な

い
副
反
応
、
健
康
被
害
と
そ
の
救
済
の
観
点
か
ら
健
全
な
議
論
に
資
す
る
こ
と
を
願
い
質
問
を
行
う
。

こ
こ
で
は
、
予
防
接
種
法
第
一
条
の
理
解
、
救
済
制
度
運
用
上
の
問
題
等
を
め
ぐ
っ
て
左
に
質
問
す
る
。

一

平
成
六
年
改
正
に
お
い
て
、
予
防
接
種
法
第
一
条
に
「
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
」
こ
と
を
法

の
目
的
と
す
る
旨
明
記
さ
れ
た
。
こ
れ
は
た
だ
単
に
救
済
給
付
の
申
請
か
ら
決
定
ま
で
を
迅
速
に
事
務
処
理
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
背
景
、
考
え
方
か
ら
付
加
さ
れ
た
文
言
な
の
か
を
説
明
し
な
が
ら
、
正
し
い
解

釈
を
述
べ
よ
。
ま
た
、
そ
の
解
釈
は
ど
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
か
。

二

と
こ
ろ
で
、
接
種
後
に
死
亡
、
障
害
や
深
刻
な
副
反
応
の
症
例
が
予
防
接
種
後
副
反
応
報
告
と
し
て
自
治
体
か
ら
厚
生
労

働
省
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
六
年
改
正
以
後
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
国
と
し
て
副
反
応
を
把
握
す
る
シ

ス
テ
ム
が
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
ま
た
こ
の
シ
ス
テ
ム
構
築
の
背
景
と
し
て
、
予
防
接
種
禍
集
団
訴
訟
お
よ
び

Ｍ
Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
薬
害
事
件
が
あ
っ
た
（
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日
開
催
の
第
十
一
回
予
防
接
種
に
関
す
る
検
討
会
に
お

一



け
る
宮
崎
委
員
の
発
言
）
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
構
築
の
背
景
に
つ
い
て
政
府
見
解
を
述
べ
よ
。
た
だ
し

こ
の
質
問
は
、
健
康
局
の
体
制
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
薬
事
法
上
の
副
作
用
情
報
収
集
体
制
に
関
す
る
答
弁
で
終

わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
付
言
す
る
。

三

こ
の
と
こ
ろ
副
反
応
報
告
な
ど
公
表
の
遅
れ
が
目
立
っ
て
い
る
。
平
成
六
年
改
正
予
防
接
種
法
が
同
年
十
月
よ
り
施
行
さ

れ
、
予
防
接
種
後
副
反
応
報
告
が
始
ま
っ
た
。
当
初
は
前
年
度
分
の
全
国
集
計
が
遅
く
と
も
翌
年
秋
に
は
公
表
さ
れ
て
き
た

が
、
た
と
え
ば
、
平
成
十
八
年
度
の
集
計
は
、
昨
年
（
平
成
二
十
一
年
）
一
月
十
四
日
に
ウ
ェ
ブ
上
の
公
表
と
い
う
実
態
で

あ
り
、
一
年
以
上
も
遅
れ
て
い
た
。
十
八
年
度
は
、
Ｍ
Ｒ
二
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
が
新
規
に
導
入
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
そ
の
副

反
応
報
告
は
国
民
に
と
っ
て
迅
速
に
提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
当
初
の
ペ
ー
ス
で
あ
れ
ば
、
現
時
点
で
、
二
十
年
度
分

が
ウ
ェ
ブ
上
に
公
表
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
十
九
年
度
分
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
質
問
し
た
後
も
改
善
さ

れ
て
い
な
い
（
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
受
領

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
五
〇
号
）
。
他
に
も
、
疾
病
・
障
害
認
定
審
査

会
感
染
症
・
予
防
接
種
審
査
分
科
会
の
審
議
結
果
公
表
が
昨
年
九
月
で
終
わ
っ
て
い
る
な
ど
、
予
防
接
種
後
副
反
応
・
健
康

状
況
調
査
検
討
会
の
迅
速
な
検
討
と
公
表
、
は
て
は
法
第
一
条
（
目
的
）
で
い
う
「
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
」
こ

と
ま
で
停
滞
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
理
由
と
具
体
的
な
改
善
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 二



四

前
述
の
通
り
平
成
六
年
改
正
予
防
接
種
法
に
お
い
て
、
第
一
条
（
目
的
）
に
「
健
康
被
害
の
迅
速
な
救
済
を
図
る
」
と
明

記
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
と
現
在
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
迅
速
な
救
済
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
、
審
査
体
制
等
変
更
の
事
実
と
具

体
的
な
処
理
期
間
の
分
析
を
添
え
て
説
明
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
が
運
用
す
る

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
に
お
い
て
は
、
受
付
か
ら
決
定
ま
で
の
処
理
の
迅
速
化
で
八
ヶ
月
を
め
ざ
し
、
既
に
当
初
の

目
標
を
達
成
、
今
や
六
ヶ
月
を
め
ざ
し
て
い
る
や
に
聞
い
て
い
る
。

五

被
害
実
態
の
調
査
は
法
施
行
か
ら
五
十
年
後
、
よ
う
や
く
平
成
十
年
度
に
厚
生
科
学
研
究
で
実
施
さ
れ
た
。
二
回
目
は
平

成
二
十
年
度
に
予
防
接
種
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
事
業
と
し
て
実
施
、
結
果
は
同
セ
ン
タ
ー
「
手
つ
な
ぎ
」
誌
上
に
し
か
発

表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
集
団
訴
訟
の
過
程
で
、
東
京
大
学
白
木
博
次
氏
（
神
経
病
理

学
、
故
人
）
、
京
都
大
学
田
中
昌
人
氏
（
発
達
心
理
学
、
故
人
）
、
日
本
福
祉
大
学
二
木
立
氏
（
医
療
福
祉
）
ら
に
よ
り
、

被
害
者
と
家
族
の
詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
、
被
害
実
態
、
家
族
の
状
況
な
ど
が
観
察
さ
れ
、
集
団
訴
訟
の
法
廷
に
提
出
さ
れ

た
模
様
で
あ
る
。
予
防
接
種
後
の
健
康
被
害
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
右
の
各
種
調
査
を
厚
生
労
働
省
は
い
か
に
把

握
し
て
い
る
の
か
、
認
定
患
者
の
被
害
実
態
に
つ
い
て
数
的
な
実
態
の
み
な
ら
ず
、
疾
病
・
障
害
の
部
位
、
診
断
名
、
重
症

度
、
社
会
復
帰
の
可
能
性
、
家
族
の
心
身
あ
る
い
は
経
済
的
負
担
等
々
に
つ
い
て
概
説
さ
れ
た
い
。
ま
た
近
年
に
お
い
て
、

三



認
定
被
害
者
ら
か
ら
保
健
福
祉
等
に
関
し
て
い
か
な
る
要
望
が
あ
り
、
厚
生
労
働
省
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
き
た
の

か
、
併
せ
て
答
弁
さ
れ
た
い
。

六

平
成
十
九
年
度
予
防
接
種
後
副
反
応
報
告
の
集
計
表
累
計
に
よ
れ
ば
、
平
成
六
年
十
月
以
来
報
告
さ
れ
た
予
防
接
種
後
の

副
反
応
が
、
基
準
外
報
告
を
除
い
て
五
、
二
七
五
件
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
一
年
三
月
、
厚
生
労
働
省
提
供
の
「
平
成
六

年
法
改
正
以
後
の
認
定
状
況
」
に
よ
れ
ば
、
健
康
被
害
認
定
申
請
件
数
は
一
、
三
五
四
件
で
あ
っ
た
。
後
者
が
前
者
に
占
め

る
割
合
、
こ
れ
を
仮
に
救
済
制
度
利
用
率
と
す
る
と
、
利
用
率
は
わ
ず
か
二
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
接
種
後
に
異
常
が
あ
っ
た
も
の
の
、
患
者
家
族
や
担
当
医
が
副
反
応
の
可
能
性
に
思
い
至
ら
ず
報
告
さ
れ
な
い
場
合
も

相
当
数
あ
り
得
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
救
済
制
度
が
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
、
も
し
く
は
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
調
査
研
究
の
実
績
は
あ

る
だ
ろ
う
か
。
接
種
医
、
副
反
応
症
例
に
か
か
わ
る
医
師
、
市
町
村
な
ど
行
政
に
と
っ
て
給
付
申
請
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
制
度
利
用
を
阻
害
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
何
か
、
実
態
の
調
査
が
必
要
で
あ
り
、
救
済
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も

の
が
漏
れ
な
く
申
請
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
は
い
か
が

か
。

四



七

近
年
の
三
件
ほ
ど
の
否
認
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
過
程
で
、
左
に
示
す
通
り
、
認
定
審
査
と
審
査
請
求
に
関
す
る
問
題

が
懸
念
さ
れ
る
。
最
初
の
認
定
審
査
請
求
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
諮
問
、
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
が
審
査
結
果
を
答

申
、
大
臣
か
ら
都
道
府
県
経
由
で
市
町
村
、
そ
し
て
請
求
者
に
通
知
さ
れ
る
不
支
給
決
定
通
知
に
記
載
さ
れ
る
否
認
理
由

が
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
理
解
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
現
状
は
、
否
認
理
由
と
し
て
次
の
五
種
類
が
用
意

さ
れ
て
い
て
審
査
の
結
果
は
、
そ
の
中
か
ら
ど
れ
か
一
項
が
選
ば
れ
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

�

予
防
接
種
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
否
認
す
る
明
確
な
根
拠
は
な
い
が
、
通
常
の
医
学
的
見
地
に
よ
れ
ば
否
定

す
る
論
拠
が
あ
る
た
め
。

�

予
防
接
種
と
疾
病
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
否
定
す
る
明
確
な
根
拠
が
あ
る
。

�

疾
病
の
程
度
は
、
通
常
起
こ
り
う
る
副
反
応
の
範
囲
内
で
あ
る
。

�

障
害
の
程
度
は
、
政
令
に
定
め
ら
れ
る
障
害
に
相
当
し
な
い
。

�

因
果
関
係
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
の
資
料
が
不
足
し
て
お
り
、
医
学
的
判
断
が
不
可
能
で
あ
る
。

次
の
各
項
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
述
べ
よ
。

（
一
）

古
く
は
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
理
由
表
記
で
は
な
く
、
一
応
個
別
具
体
的
な
説
明
の
体
裁
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、

五



い
つ
か
ら
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
右
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
表
記
に
変
更
さ
れ
た
の
か
。

（
二
）

�
の
説
明
で
不
支
給
決
定
を
通
知
さ
れ
た
場
合
、
「
通
常
の
医
学
的
見
地
に
よ
れ
ば
否
定
す
る
論
拠
が
あ
る
」

と
い
う
も
の
の
、
そ
の
「
論
拠
」
は
示
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
理
由
説
明
は
説
明
と
は
認
め
が
た
く
、
全
く

理
解
で
き
な
い
し
、
承
服
し
が
た
く
、
審
査
請
求
し
よ
う
に
も
否
認
さ
れ
た
理
由
を
推
認
す
ら
で
き
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
政
処
分
が
ま
か
り
通
る
正
当
な
根
拠
、
論
拠
が
あ
る
の
か
。

（
三
）

平
成
十
年
七
月
公
衆
衛
生
審
議
会
感
染
症
分
科
会
予
防
接
種
問
題
検
討
小
委
員
会
報
告
に
よ
れ
ば
、
そ
の
�
の

（
�
）
の
（
�
）
に
「
予
防
接
種
と
健
康
被
害
の
因
果
関
係
の
有
無
の
判
定
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
専

門
的
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
の
有
無
や
そ
の
判
断
理
由
、
蓋
然
性
の
程
度
等
に
つ
い

て
、
因
果
関
係
を
認
め
た
場
合
と
認
め
な
い
場
合
の
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
健
康
被
害
者
や
そ
の
保
護
者

に
対
し
て
的
確
に
伝
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
現
状
は
ま
さ
に
逆
行

し
て
い
る
。
そ
の
報
告
書
作
成
時
の
委
員
の
一
人
は
「
決
定
通
知
が
『
報
告
書
の
考
え
方
と
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ

が
あ
る
』
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
委
員
の
一
人
と
し
て
の
私
も
、
洵
に
残
念
に
存
じ
て
お
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
は
な
は
だ
し
い
齟
齬
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

六



（
四
）

こ
の
よ
う
な
行
政
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
わ
が
子
の
死
や
障
害
に
悲
嘆
し
、
因
果
関
係
を
否
認
さ
れ
た
請

求
者
は
、
傷
つ
い
た
心
を
さ
ら
に
逆
な
で
さ
れ
つ
つ
、
慣
れ
な
い
こ
と
に
心
身
と
も
に
苦
労
し
な
が
ら
認
定
審
査

会
の
議
事
録
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
大
き
な
壁
が
あ
り
、
肝
心
な
部
分
が
「
委
員
の
自

由
な
発
言
を
保
障
す
る
た
め
」
と
称
し
て
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
否
認
理
由
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
と
い
う
や
る

せ
な
い
現
実
に
再
び
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
昨
年
（
平
成
二
十
一
年
）
十
一
月
九
日
、
参
議

院
で
島
田
智
哉
子
議
員
が
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
事
例
に
つ
い
て
自
ら
確
認
し
た
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
が
、

マ
ス
キ
ン
グ
を
見
直
す
旨
答
弁
、
鳩
山
総
理
大
臣
も
そ
れ
を
追
認
す
る
答
弁
を
し
て
い
る
。
そ
の
答
弁
後
、
マ
ス

キ
ン
グ
の
見
直
し
が
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
進
捗
状
況
は
い
か
が
か
。

八

前
項
の
マ
ス
キ
ン
グ
の
見
直
し
は
、
厚
生
労
働
省
所
管
の
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
等
類
似
の
制
度
、
及
び
他
の
省

庁
に
お
い
て
も
健
康
被
害
救
済
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
も
適
応
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
は
い
か
が
か
。
マ
ス
キ

ン
グ
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
類
似
の
健
康
被
害
救
済
制
度
に
あ
た
る
も
の
は
何
か
、
名
称
と

所
管
省
庁
及
び
部
局
名
を
列
挙
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
広
く
情
報
公
開
法
等
の
運
用
上
、
検
討
と
変
更
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

な
い
の
か
、
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

七



ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
・
有
用
性
・
必
要
性
等
と
ま
っ
た
く
同
等
に
負
の
側
面
、
必
ず
生
じ
る
被
害
者
、
そ
の
救
済
問
題
が

論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厚
生
科
学
審
議
会
感
染
症
分
科
会
予
防
接
種
部
会
に
お
け
る
論
点
に
は
そ
れ
ら
が
含
ま
れ

て
い
る
も
の
の
、
さ
ら
に
認
識
が
深
ま
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

右
質
問
す
る
。

八


